
七
、
大
乗
佛
教
・
大
乗
涅
槃
経
鴕

序
　
大
般
涅
槃
経
と
佛
身
論
　
…
…
…
…
…
　
前
号

１
　
無
常
垂
示
の
思
想
　
…
…
…
…
…
…
…
　
前
号

２
　
常
楽
我
浄
の
思
想
　
…
…
…
…
…
…
…
　
前
号

３
　
対
機
攝
受
の
思
想
　
…
…
…
…
…
…
…
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３
　
対
機
攝
受
の
思
想

四
相
品
第
七
に
は
、
涅
槃
に
対
す
る
謬
見
を
あ
げ
て
此
れ
を
破
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
涅
槃
を
以
て
「
火
滅
し
て
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〔
論
　
　
文
〕シ

ャ
カ
の
神
格
化
に
つ
い
て
（
七
）

│
│
大
乗
佛
教
・
大
般
涅
槃
経
鴕
│
│

小
　
　
畑
　
　
　
　
　
進



悉
く
有
る
所
無
き
が
如
し
」、「
衣
の
壌
し
尽
く
れ
ば
、
名
け
て
物
を
為
さ
ざ
る
が
如
し
」、「
人
の
首
を
斬
れ
ば
即
ち
首
有
る
こ

と
無
き
が
如
し
」、「
熱
鉄
の
椎
打

き
り
ち
ょ
う
ず
る
に
、
星
流
れ
散
じ
已
り
て
、
尋つ

い
で
滅
し
て
所
在
を
知
る
こ
と
莫
き
が
如
し
」
と
誤
解

し
謬
想
し
て
、「
正
解
脱
を
得
る
も
亦
復
是
の
如
し
。
已
に
淫
欲
諸
有
の
淤お

泥で
い

を
度わ
た

り
、
無
動
処
を
得
ば
至
る
所
を
知
ら
ず
。
云

何
ぞ
如
来
常
住
法
不
変
易
と
為
す
や
」〈
四
相
品
第
七
之
上
・
七
。
大
正
蔵
一
ニ
・
六
ニ
七
〉
と
す
る
者
が
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ

邪
難
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
迦
葉
か
し
ょ
う

汝
も
亦
是
の
憶
想
を
作
し
て
、
如
来
性
是
滅
尽
と
謂
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
迦
葉
、
煩
悩
者
を
滅
す
る
を
名
け
て
物
と

為
さ
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
永
畢
竟

よ
う
ひ
っ
き
ょ
う

の
故
に
。
是
の
故
に
常
と
名
く
。
是
の
句
寂
静
、
上
有
る
こ
と
無
し
と
為
す
。
諸
相
を

滅
尽
し
て
遺
餘
有
る
こ
と
無
し
。
是
の
句
鮮
白
常
住
無
退
。
是
の
故
に
涅
槃
を
名
け
て
常
住
と
曰
ふ
。
如
来
も
亦
爾
な
り
。
常

住
に
し
て
変
無
し
。
星
流

し
ょ
う
り
ゅ
うと
云
ふ
の
は
煩
悩
を
謂
ふ
な
り
。
散
じ
己
り
て
、
尋
い
で
滅
し
て
所
在
を
知
る
こ
と
莫
し
と
は
、
諸

の
如
来
、
煩
悩
滅
し
己
り
て
、
五
趣
に
在
ら
ざ
る
を
謂
ふ
。
是
の
故
に
如
来
是
常
住
の
法
に
し
て
、
変
易
有
る
こ
と
無
し
。
復

次
に
迦
葉
、
諸
佛
の
師
と
す
る
所
は
、
所
謂
法
な
り
。
是
の
故
に
如
来
恭
敬
供
養
す
。
法
常

ほ
う
じ
ょ
う
を
以
て
の
故
に
、
諸
佛
も
亦
常
な

り
」〈
四
相
品
第
七
之
上
・
七
〉

要
す
る
に
、
佛
陀
は
差
別
変
化
の
拘
束
を
脱
し
た
真
に
常
住
不
易
の
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
真
理
を
師
と
し
体
現

し
た
者
で
あ
る
。
そ
し
て
真
理
が
永
恒
不
滅
と
す
れ
ば
、
そ
の
体
現
者
で
あ
る
佛
陀
が
常
住
不
易
で
あ
る
こ
と
も
云
う
を
ま
た

な
い
。

「
法
常
を
以
て
の
故
に
、
諸
佛
も
亦
常
な
り
」。

法
に
依
り
、
法
に
立
ち
、
法
を
食
と
し
、
法
を
愛
楽
し
、
法
に
よ
っ
て
進
退
す
る
、
法
を
家
と
し
、
法
に
住
し
、
法
と
一
つ

で
あ
る
ゆ
え
に
諸
佛
如
来
の
身
を
法
身
と
云
う
わ
け
な
の
だ
。

と
は
云
え
、
迦
葉
は
敢
え
て
問
う
。
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「
佛
の
言
に
曰
へ
る
が
如
き
は
、『
我
己
に
久
し
く
煩
悩
の
大
海
を
度
す
』
と
。
若も
し

佛
、
己
に
煩
悩
の
海
を
度
し
な
ば
、
何
に

縁
り
て
か
復
耶
輸
や
し
よ

陀
羅
だ

ら

を
納
れ
て
羅

羅

ら

ご

ら

を
生
ず
る
。
此
の
因
縁
を
以
て
当
に
知
る
べ
し
。
如
来
未
だ
煩
悩
諸
結
の
大
海
を

度
し
た
ま
は
ず
。
唯
願
は
く
ば
如
来
、
其
の
因
縁
を
説
き
た
ま
へ
」〈
四
相
品
第
七
之
上
・
九
〉。

ま
こ
と
遠
慮
会
釈
な
き
設
問
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
か
、
滔
々
た
る
佛
陀
自
身
の
法
身
主
張
の
長
広
舌
が
ふ
る

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
我
己
に
久
し
く
、
無
量
劫
よ
り
愛
欲
を
離
れ
、
我
が
今
此
の
身
、
即
ち
是
法
身
な
り
。
世
間
に
随
順
し
て
入
胎
を
示
現
す
」

〈
四
相
品
第
七
之
上
・
九
〉

以
下
、
出
生
、
修
学
、
出
家
、
学
道
、
降
魔
、
正
覚
な
ど
、
悉
く
、
本
来
の
法
身
が
世
間
の
衆
生
法
に
随
順
す
る
が
故
の
示
現

で
あ
る
と
す
る
。

「
善
男
子
、
我
此
の
閻
浮
提
の
中
に
在
り
て
、
数
々
示
現
し
て
涅
槃
に
入
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
我
、
実
は
畢
竟
せ
ず
。
而
も

諸
の
衆
生
、
皆
如
来
真
実
に
滅
尽
す
と
謂
ふ
。
而
も
如
来
性
は
実
に
永
く
滅
せ
ず
。
是
の
故
に
当
に
知
る
べ
し
。『
是
常
住

法
、
不
変
易
法
な
り
。』
善
男
子
、
大
涅
槃
と
は
、
即
ち
是
諸
佛
如
来
法
界
、
我
又
、
閻え
ん

浮ぶ

提だ
い

中
世
間
に
出
づ
る
を
示
現
す
」

〈
四
相
品
第
七
之
上
・
七
〉

か
く
て
法
身
な
る
佛
陀
は
閻
浮
提
に
お
い
て
出
家
成
佛
を
示
現
し
た
り
、
禁
戒
を
持
せ
ず
、
四
重
罪
を
犯
す
こ
と
を
示
現
し

た
り
、
さ
て
は
「
断
善
根
」
の
縁
な
き
衆
生
と
さ
れ
る
一
闡
提

い
ち
せ
ん
だ
い

と
為
る
こ
と
を
も
示
現
す
る
と
説
く
。

し
か
も
、
無
量
の
衆
生
を
調
伏
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
、
女
像
を
現
じ
て
女
人
能
く
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

あ
の
く
た
ら
さ
ん
み
ゃ
く
さ
ん
ぼ
だ
い

を
成
ず
る

こ
と
を
示
し
、
衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
の
四
趣
に
生
る
る
を
示
現
し
、
更
に
は
誘
化
し
て
正

法
に
住
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
淫
女
の
舎
に
入
る
を
示
現
す
る
。
諸
の
酒
会
、
博
奕
ば
く
え
き

の
処
に
入
り
、
大
長
老
・
諸
王
、

大
臣
、
王
子
、
輔
相
と
な
る
こ
と
を
も
示
現
す
る
。
こ
れ
ら
は
皆
如
来
の
善
巧
方
便

ぜ
ん
ぎ
ょ
う
ほ
う
べ
ん
な
の
で
あ
る
。
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「
善
男
子
、
大
涅
槃
と
は
、
即
ち
是
諸
佛
如
来
法
界
、
我
又
、
閻
浮
提
中
世
間
に
出
づ
る
を
示
現
す
。
衆
生
皆
、
我
始
め
て
成

佛
す
と
謂
ふ
。
然
る
に
我
、
已
に
無
量
劫
の
中
に
於
い
て
、
所
作
已
に
辧
じ
、
世
法
に
随
順
す
。
故
に
復
、
閻
浮
提
に
於
い

て
出
家
、
成
佛
を
示
現
す
。
我
又
、
閻え
ん

浮ぶ

提だ
い

に
於
い
て
禁
戒
を
持
せ
ず
。
四
重
罪
を
犯
す
を
示
現
す
。
衆
人
皆
見
て
、
我
実

に
犯
す
と
謂
ふ
。
然
る
に
我
、
已
に
無
量
劫
の
中
に
於
い
て
、
堅
く
禁
戒
を
持
し
て
漏
缺
有
る
こ
と
無
し
。
我
又
、
閻
浮
提

に
於
い
て
、
一
闡
提

い
ち
せ
ん
だ
い

と
為
る
を
示
現
す
。
衆
人
皆
、
是
一
闡
提
と
見
る
。
然
る
に
我
、
実
は
一
闡
提
に
非
ざ
る
な
り
。
一
闡

提
な
ら
ば
、
云
何
ぞ
能
く
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ぜ
ん
。
我
又
、
閻
浮
提
に
於
い
て
、
和
合
僧
を
破
す
る
を
示
現
す
。

衆
生
皆
、
我
是
破
僧
と
謂
ふ
。
我
人
天
を
觀
る
に
、
能
く
和
合
僧
を
破
す
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
我
又
、
閻
浮
提
に
於
い
て
、

正
法
を
護
持
す
る
を
示
現
す
。
衆
人
皆
、
我
是
護
法
と
謂
ひ
、
悉
く
驚
怪
を
生
ず
。
諸
佛
法
爾
な
り
、
驚
怪
す
べ
か
ら
ず
。

我
又
、
閻
浮
提
に
於
い
て
、
魔
破
旬
と
為
る
を
示
現
す
。
衆
人
皆
、
我
是
波
旬
と
謂
ふ
。
然
る
に
我
久
し
く
無
量
劫
の
中
に

於
い
て
、
魔
事
を
離
れ
、
清
浄
無
染
な
る
猶
し
蓮
華
の
如
し
。
我
又
、
閻
浮
提
に
於
い
て
、
女
身
佛
と
成
る
を
示
現
す
。
衆

人
之
を
見
て
、
皆
甚
だ
奇
な
り
、
女
人
能
く
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ず
と
云
ふ
。
如
来
畢
竟
女
身
を
受
け
ず
。
無
量

の
衆
生
を
調
伏
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
女
像
を
現
ず
。
一
切
諸
の
衆
生
を
憐
憫
す
る
が
故
に
、
復
種
種
の
色
像
を
示
現

す
。
我
又
閻
浮
提
の
中
、
四
趣
に
生
ず
る
を
示
現
す
。
然
る
に
我
、
久
し
く
已
に
諸
趣
の
因
を
断
ず
。
業
因
を
以
て
の
故
に

四
趣
に
堕
せ
ん
や
。
衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
是
の
中
に
生
ず
。
我
又
閻
浮
提
の
中
、
梵
天
王
と
作
る
こ
と
を
示
現
し
て
、

梵
に
事
ふ
る
者
と
し
て
正
法
に
安
住
せ
し
む
。
然
る
に
我
実
は
非
、
而
も
諸
の
衆
生
は
咸
く

　
　
こ
と
ご
と
　
皆
、
我
真
の
梵
天
と
為
る
と
謂

ふ
。
天
像
を
示
現
し
。
諸
の
天
廟
に
あ
ま
ね
う
す
る
も
、
亦
復
是
の
如
し
。
我
又
閻
浮
提
に
於
い
て
、
淫
女
の
舎
に
入
る
を
示
現

す
。
然
る
に
我
、
実
は
貪
欲
の
想
無
く
、
清
浄
に
し
て
汚
れ
ざ
る
こ
と
、
猶
し
蓮
華
の
如
し
。
諸
の
貪
淫
著
色
の
衆
生
の
為

に
、
四
衢
し

く

道ど
う

に
於
い
て
妙
法
を
宣
説
す
。
然
る
に
我
、
実
は
欲
穢
の
心
無
し
。
衆
人
、
我
女
人
を
守
護
す
と
謂
ふ
。
我
又
閻

浮
提
に
於
て
、
青
衣
し
ょ
う
え

の
舎
に
入
る
と
示
現
す
。
誘
化
し
て
正
法
に
住
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
な
り
。
然
る
に
我
、
実
は
是
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の
如
き
の
悪
業
、
青
衣
に
堕
在
す
る
こ
と
無
し
。
我
又
閻
浮
提
の
中
、
教
師
と
作
る
を
示
現
し
、
童
蒙
を
開
化
し
て
正
法
に

住
せ
し
む
。
我
又
閻
浮
提
に
於
い
て
、
諸
の
酒
会
、
博
奕
の
処
に
入
る
を
示
現
す
。
種
々
の
勝
負
、
諍
訟
を
示
現
し
て
、
彼

の
諸
の
衆
生
を
抜
済
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
に
す
。
而
も
我
、
実
は
是
の
如
き
の
悪
業
無
し
。
而
も
諸
の
衆
生
、
皆
我
、
是
の

如
き
の
業
を
作
す
と
謂
ふ
。
我
又
、
久
し
く
塚
間

ち
ょ
う
け
ん
に
住
し
て
大
鷲
の
身
と
作
る
を
示
現
し
、
諸
の
飛
鳥
を
度
す
。
而
も
諸
の

衆
生
皆
、
我
是
真
実
の
鷲
身
と
謂
ふ
。
然
る
に
我
、
久
し
く
已
に
是
の
業
を
離
る
。
彼
の
諸
鳥
鷲
を
度
せ
ん
と
欲
す
る
が
為

の
故
に
、
是
の
如
き
を
示
現
す
。
我
又
閻
浮
提
の
中
、
大
長
者
と
作
る
を
示
現
す
。
無
量
の
衆
生
を
安
立
し
て
、
正
法
に
住

せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
な
り
。
又
復
示
し
て
諸
王
、
大
臣
、
王
子
、
輔
相
ぶ
し
ょ
う

と
作
る
。
是
の
衆
中
に
於
て
、
各
第
一
を
為
す
。

正
法
を
修
せ
ん
が
為
の
故
に
、
王
位
に
処
す
。
我
又
閻
浮
提
の
中
、
疫
病
劫
起
り
、
多
く
の
衆
生
有
り
て
、
病
に
悩
ま
さ
れ
、

先
に
医
薬
を
施
し
、
然
し
て
後
に
、
為
に
微
妙
正
法
を
説
き
、
其
を
し
て
、
無
上
菩
提
に
安
住
せ
し
む
る
を
示
現
す
。
衆
人

皆
、
是
病
劫
起
る
と
謂
ふ
。
又
復
閻
浮
提
の
中
、
饑
餓
劫
起
り
、
其
の
所
須
し
ょ
し
ゅ

に
随
ひ
て
飲
食
を
供
給
し
、
然
し
て
後
、
為
に

微
妙
正
法
を
説
き
て
、
其
を
し
て
、
無
上
菩
提
に
安
住
せ
し
む
る
を
示
現
す
。
又
復
閻
浮
提
の
中
、
刀
兵
劫
起
り
、
即
ち
為

に
法
を
説
き
怨
害
を
離
れ
し
め
、
無
上
菩
提
に
安
住
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
を
示
現
す
。
又
復
示
現
し
て
、
計け

常
想

じ
ょ
う
そ
う
の
者
の

為
に
無
常
想
を
説
き
、
計け

楽
想
ら
く
そ
う

の
者
の
為
に
苦
想
を
説
き
、
計
我
想
の
者
に
無
我
想
を
説
き
、
計
浄
想
の
者
に
不
浄
想
を
説

く
。
若
衆
生
の
三
界
に
貪
著
す
る
有
ら
ば
、
即
ち
為
に
法
を
説
き
て
、
是
の
処
を
離
れ
し
む
。
衆
生
を
度
す
る
が
故
に
、
為

に
無
上
微
妙
の
法
薬
を
説
く
。
一
切
煩
悩
の
樹
を
断
ぜ
ん
が
為
の
故
に
、
無
上
法
薬
の
樹
を
種
植
し
ゅ
じ
き

す
。
諸
の
外
道
を
抜
済
せ

ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
、
正
法
を
演
説
す
。
復
示
現
し
て
、
衆
生
の
師
と
為
る
と
雖
も
、
而
も
心
初す

べ
て
衆
生
の
想
無
し
。

諸
の
下
賎
を
抜
済
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
、
現
じ
て
其
の
中
に
入
り
て
、
為
に
法
を
説
く
。
是
悪
業
、
是
の
身
を
受
く

る
に
非
ざ
る
な
り
。
如
来
正
覚
、
是
の
如
く
大
般
だ
い
は
つ

涅ね

槃は
ん

に
安
住
す
。
是
の
故
に
名
け
て
常
住
無
変
と
為
す
。
閻
浮
提
の
如
く
、

東
弗
と
う
ふ
つ

于う

逮た
い

、
西さ
い

瞿く

耶
尼
や

に

、
北
鬱
単
越

ほ
く
う
つ
た
ん
を
つ

も
亦
復
是
の
如
し
。
四
天
下
の
如
く
、
三
千
大
千
世
界
も
亦
復
是
の
如
し
。
二
十
五
有
、
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首
楞
厳
経
の
中
に
広
く
説
く
が
如
し
。
是
を
以
て
の
故
に
大
般
涅
槃
と
名
く
。
若
菩
薩
摩
訶
薩
、
是
の
如
き
の
大
般
涅
槃
に

安
住
す
る
有
ら
ば
、
能
く
是
の
如
き
の
神
通
変
化
を
示
し
て
畏
る
る
所
無
し
。
迦
葉
、
是
の
縁
を
以
て
の
故
に
、
汝
羅

羅

は
、
是
佛
の
子
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
我
往
昔
、
無
量
劫
の
中
に
於
い
て
、
已
に
欲
有
を
離
る
。
是
の
故

に
如
来
、
名
け
て
常
住
に
し
て
変
易
有
る
こ
と
無
し
と
曰
ふ
」〈
四
想
品
第
七
之
上
・
七
〉

ま
こ
と
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
下
か
ら
の
方
便
涅
槃
は
、
上
よ
り
衆
生
済
度
の
た
め
の
随
順
示
現
と
し
て
、
対
機
摂
受
の
ゆ
え

と
し
て
説
明
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
、
佛
身
常
住
観
は
い
よ
い
よ
上
・
下
両
面
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
誘
化
し
て
正
法
に
住
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
に
」、
或
は
淫
女
の
舎
に
入
り
、
酒
会
、
博
奕
の
処
に
出

入
り
し
、
下
賎
を
抜
済
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
現
じ
て
其
の
中
に
入
り
法
を
説
く
、
と
云
っ
た
く
だ
り
は
、
自
己
の
安
心

立
命
に
汲
々
た
る
小
乗
の
徒
の
思
っ
て
も
見
ざ
る
処
で
あ
っ
て
、
か
の
パ
リ
サ
イ
輩
の
侮
蔑
罵
言
の
中
に
も
罪
人
、
取
税
吏
、

遊
女
と
食
を
共
に
し
、
姦
淫
の
女
に
暖
か
く
も
鋭
き
言
葉
を
か
け
て
こ
れ
を
救
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
面
影
さ
え
浮
か
ん
で

く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、『
涅
槃
経
』
のC

ur
D
eus
H
om
o

の
感
が
あ
る
。
新
約
聖
書
よ
り
二
、
三
引
用
、
参
照
し

ょ
う
。

「
我
等
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
天
を
通
り
給
い
し
偉
お
ほ
い
な
る
大
祭
司
、
神
の
子
イ
エ
ス
あ
り
。
然
れ
ば
我
ら
が
云
ひ
あ
ら
は
す
信
　
　

仰
を
堅
く
保
つ
べ
し
。
我
ら
の
大
祭
司
は
我
ら
の
弱
き
を
思
い
や
る
こ
と
能
は
ぬ
者
に
あ
ら
ず
、
罪
を
外
に
し
て
凡
て
の
事
、

わ
れ
ら
と
等
し
く
試
み
ら
れ
給
へ
り
。
こ
の
故
に
我
ら
は
憐
憫
を
受
け
ん
が
為
、
ま
た
機
に
合
ふ
助
け
と
な
る
恵
を
得
ん
が

た
め
に
、
憚
ら
ず
し
て
恵
の
御
座
に
来
る
べ
し
」(

ヘ
ブ
ル
書
四
章
一
四
〜
一
六
節)

「
汝
ら
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
心
を
心
と
せ
よ
。
即
ち
彼
は
神
の
貌
に
て
居
給
ひ
し
が
、
神
と
等
し
く
あ
る
事
を
固
く
保
ん
と

は
思
わ
ず
、
反
っ
て
己
を
空
し
う
し
僕
の
貌
を
と
り
て
人
の
如
く
な
れ
り
。
既
に
人
の
状
に
て
現
れ
、
己
を
卑
し
う
し
て
死

に
至
る
ま
で
、
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
順
ひ
給
へ
り
。
こ
の
故
に
神
は
彼
を
高
く
上
げ
て
、
之
に
諸
般
の
名
に
ま
さ
る
名
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を
賜
ひ
た
り
」(

ピ
リ
ピ
書
二
章
五
〜
九
節)

「
わ
れ
凡
て
の
人
に
対
し
て
自
主
の
者
な
れ
ど
、
更
に
多
く
の
人
を
得
ん
た
め
に
、
自
ら
凡
て
の
人
の
奴
隷
と
な
れ
り
。
我
ユ

ダ
ヤ
人
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
如
く
な
れ
り
、
こ
れ
ユ
ダ
ヤ
人
を
得
ん
が
為
な
り
。
律
法
の
下
に
あ
る
者
に
は
│
律
法
の
下
に
我

は
あ
ら
ね
ど
│
律
法
の
下
に
あ
る
者
の
如
く
な
れ
り
。
こ
れ
律
法
の
下
に
あ
る
者
を
得
ん
が
為
な
り
。
律
法
な
き
者
に
は
│

わ
れ
神
に
向
ひ
て
律
法
な
き
に
あ
ら
ず
、
反
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
律
法
の
下
に
あ
れ
ど
│
律
法
な
き
者
の
如
く
な
れ
り
、
こ
れ

律
法
な
き
者
を
得
ん
が
た
め
な
り
。
弱
き
者
に
は
弱
き
者
と
な
れ
り
、
こ
れ
弱
き
者
を
得
ん
た
め
な
り
。
我
す
べ
て
の
人
に

は
凡
て
の
人
の
状
に
従
へ
り
、
こ
れ
如
何
に
も
し
て
幾
許
か
の
人
を
救
は
ん
た
め
な
り
。
わ
れ
福
音
の
た
め
に
凡
て
の
事
を

な
す
。
こ
れ
我
も
共
に
福
音
に
與
ら
ん
為
な
り
」(

第
一
コ
リ
ン
ト
書
九
章
一
九
〜
ニ
三
節)

期
せ
ず
し
て
、
佛
基
両
教
の
衆
生
済
度
、
対た
い

機き

摂
し
ょ
う
受じ
ゅ

の
精
神
は
、
か
く
も
共
鳴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
史
実
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
涅
槃
経
」
の
ほ
う
は
創
作
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に

基
督
教
に
お
い
て
は
、
救
主
と
し
て
人
と
成
り
し
子
な
る
神
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
の
最
底
辺
に
降
誕
す
べ
く
ナ
ザ
レ
の
名
も
な

き
賎
女
マ
リ
ヤ
の
胎
を
選
び
、
し
か
も
獣
畜
の
汚
物
を
も
っ
て
穢
れ
し
飼
葉
桶
に
生
ま
れ
落
ち
た
と
こ
ろ
は
、
王
族
の
太
子
と

し
て
生
を
う
け
た
佛
陀
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(

次
号
に
つ
づ
く)
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